
都道府県コード 160008

平成 年度28

富山県　 事業計画



１．今年度に都道府県及び市町村が実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

２．消費者行政予算及び今年度の支出等額 （単位：千円）

↑常勤化、定員増反映後

↑常勤化、定員増反映後

３．消費生活相談員養成事業

人

人日

人

人日

※「支出等」には、地方消費者行政活性化基金の取崩しを含む。

都道府県予算

管内市町村予算総額

事業計画【総括表】

240                     

55,965                 

平成 28 年度 富山県　

３.消費生活相談員等レベルアップ事業

-                               

-                               16,508                       

７.消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受
託事務

事業名（事業メニュー）

-                               

１.消費生活相談機能整備・強化事業
※都道府県は被災４県のみ

-                               

２.消費生活相談員養成事業

70,851                                                           

33,200                       

3,280                         3,280                   

5,000                         -                               5,000                   

-                         

47,183                       

177,562                                                         

41,430                       

16,508                 

1,917                         

都道府県

240                            

合計

-                         

市町村

-                               

③参加自治体

消費者行政予算総額

106,711                                                         

-                               

合計

①参加者総数

法人募集型

自治体参加型

管内全体の研修参加

45%

③実地研修受入自治体

実施形態

②年間研修総日数

②年間研修総日数

①参加者総数

５.市町村の基礎的な取組に対する支援事業

６.地域社会における消費者問題解決力の強化に関す
る事業

14,535                       

45%

75,383                                                           

44%

支出等額（先駆的事業（交付金）を除く。）

支出等割合（先駆的事業（交付金）を除く。）

支出等割合

支出等額

0.436845887

４.消費生活相談体制整備事業

うち、先駆的事業

80,383                                                           

4,390                   2,473                         

80,383                 



１．都道府県が実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

事業概要 28年度
本予算

11 1,894 

都道府県実施事業分

事業名（事業メニュー）

若者･高齢者等消費者教育啓発強化事業の実施 5,000 5,000 

11 

対象経費事業経費

交付金等対象経費

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

講師謝金、講師旅費、弁護士謝金、教材費、会場使用
料

1,894 

45,278 合計 48,715 

①消費生活相談機能整備・強化事業（増設・拡
充）※被災４県のみ

2,473 

3,280 

579 

⑤消費生活相談員養成事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（研修開
催）

消費生活相談員ブラッシュアップ研修の開催、弁
護士会との消費者問題事例研究会の開催、消費
生活相談員養成支援講座の開催

⑧消費生活相談員等レベルアップ事業（研修参
加支援）

⑯消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

3,280 

34,962 33,419 
啓発・調査事業委託費、会場使用料、通信費、講師謝
礼・旅費、新聞広報費、教材費、啓発用物品購入費、補
助金等

事業実施・啓発事業等推進員配置委託費、消費者団体
への補助金

別表１

⑨消費生活相談体制整備事業

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業
市町村消費生活相談支援員による窓口巡回指導
の実施、消費者教育講師養成研修の開催

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト
等）※被災４県のみ

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）※被災４県のみ

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）※被災４県のみ

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

消費者グループ活動支援事業の実施 3,000 3,000 

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑮地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

市町村消費生活相談支援員報酬・共済費、旅費、講師
謝金、講師旅費、会場使用料

⑭地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

テーマ事業の企画募集･実施委託費

消費生活見守り体制充実事業、消費者力向上・ト
ラブル防止啓発事業等の実施、特殊詐欺未然防
止顕彰事業等の実施、家庭系食品ロス･食品廃棄
物実態調査等の実施



２．都道府県が実施する推進事業及び活性化事業の詳細

なし

消費者グループ活動支援事業を実施し、地域のニーズに応じた消費生活に係る課題解決力の向上を図る。

なし

市町村消費生活相談支援員による窓口巡回指導を実施し、市町村消費生活相談窓口の機能の更なる充実・強化を図る。消費者教育講師養成研修を開
催する。

老人クラブ対象に啓発講座を年50回開催

教員・福祉関係者を対象とした研修会の開催、啓発講座の拡充開催、若者を対象とした啓発講座開催、消費者月間事業の充実、啓発用教材の購入、特
殊詐欺未然防止顕彰事業等の実施、新聞広報・啓発、生活関連物資の価格動向調査の実施、食品安全啓発イベントの実施、家庭系食品ロス･食品廃棄
物実態調査等の実施等

なし

市町村消費生活相談担当職員・相談員を対象とした研修を年4回開催、弁護士会との消費者問題事例研究会を年2回開催

（既存）

（強化）

⑯消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）※被災４県のみ

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

上記に加え、県主催で実務担当者を対象としたブラッシュアップ研修を開催するほか、弁護士会との事例研究会において市町村担当職員・相談員を受
講対象者に追加。消費生活相談員養成支援講座を新たに開催

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（研修開
催）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）※被災４県のみ

①消費生活相談機能整備・強化事業（増設・拡
充）※被災４県のみ

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

⑧消費生活相談員等レベルアップ事業（研修参
加支援）

（既存）

（既存）

（強化）

事業名

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト
等）※被災４県のみ

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組） （強化）

⑨消費生活相談体制整備事業
（既存）

⑤消費生活相談員養成事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

⑮地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

⑭地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

若者･高齢者等消費者教育啓発強化事業を実施する。

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（強化）

（強化）

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（都道府県分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（都道府県分。該当する場合に記載） ５．市町村の基礎的な取組に対する支援事業

人 人時間／年 人 人時間／年

人 人

人 千円 人 千円

６．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

対象人員数計

有

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

対象人員数
（報酬引上げ）

前年度における首長表明の有無

前年度における雇止めの有無 無

年間実地研修受入総日

法人募集型

追加的総費用

追加的総業務量（総時間）

人

人日人日

追加的総業務量（総時間）

参加者数

対象人員数計 追加的総費用

年間研修総日数

研修参加・受入要望

対象人員数
（報酬引上げ）

実施形態

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

実地研修受入人数人

自治体参加型



１．管内の市町村が実施する推進事業及び活性化事業の総額（交付金等） （単位：千円）

合計 52,886 5,930 24,955 2,315 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

消費者教育・啓発事業等の実施、通話録音装置機器購
入・設置等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

朝日町 100 100 消費者問題対応研修会の開催

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、砺波
市、小矢部市、南砺市、射水市、舟橋村、立山
町、入善町、朝日町

16,832 14,435 

消費生活相談担当職員及び相談員の研修参加支援

⑧消費生活相談体制整備事業
富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部
市、小矢部市、南砺市、射水市、立山町

33,719 5,930 8,263 2,315 
消費生活相談員の増員、勤務日数の増加、報酬引き上
げの人的体制の維持

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

富山市、高岡市、魚津市、滑川市、砺波市、小矢
部市、南砺市、射水市、立山町、入善町

1,995 1,917 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

富山市 240 240 専門家（弁護士）の活用

概要28年度
本予算

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

別表２ 管内市町村実施事業分

事業名（事業メニュー） 実施市町村 事業経費

交付金等対象経費計



２．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（管内市町村分合計。該当する場合に記載）

３．消費生活相談体制整備事業（管内市町村分合計。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円16      16,508    

対象人員数
（報酬引上げ）

8        

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

16      24,619 

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



１．今年度の推進事業支出予定額 ２．今年度の基金取崩し予定額

　 　

３．消費者行政予算について（１）

102,264          千円

千円80,428            

千円-                   

33,209             

千円

千円

千円

千円

18,428             

20,601            千円

11,061            

千円

91,444            

-45                

千円

千円 -                   

37,651             4,442              

千円

-7,921             

1,606              

-                    

千円

千円

-14,423           

千円

千円

千円

-1,651             

千円 70,851             

千円

千円

千円

千円

51,628             

千円

-7,367             千円

千円

千円

千円 106,711           

千円

千円

千円

千円

千円

45,577             

千円

68,060             

114,632           

千円

千円 5,000              

177,562          

別表３ 交付金等の管理等

うち都道府県分

うち管内の市町村合計

千円

千円

千円

交付金分

①都道府県の消費者行政予算

千円

66,895             うち交付金等対象外経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象経費

千円

うち先駆的事業 千円

97,179            

182,692          -5,130            千円

4,209              千円

うち都道府県分 1,894              千円

千円

平成20年度

66,895             千円

千円 47,183             

前年度 今年度

千円

②管内の市町村の消費者行政予算総額

19,223             千円

86,118            千円

千円

19,223             千円

うち交付金等対象外経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象経費 千円

千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等

千円

対平成20年度

39,816             

千円

千円

16,508             

千円

千円

千円

千円

千円

千円

16,508            千円

対前年度

千円

千円

千円

千円

千円 -                    

-9,527             

千円

千円

千円

-5,085            千円

-4,093            千円

-14,423          千円

-4,093             千円

千円

千円

33,200             

2,791              

千円 20,601             千円

-                    

千円

34,851             

59,528             69,055             

千円

うち交付金等対象外経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象経費

③都道府県全体の消費者行政予算総額

うち交付金等対象の賃料、人件費等

86,118            

19,423             

76,174             

45,289             

30,885             

うち交付金等対象の賃料、人件費等

うち管内の市町村合計

交付金相当分

2,315              

千円 千円 千円

うち先駆的事業 千円 千円 -                    千円

うち先駆的事業 千円 19,423            千円

千円

千円

千円

5,000             千円

千円 千円

80,383            

-                   



４．消費者行政予算について（２）

↓先駆的事業（交付金分）を除く支出割合

％

46.85890107 ％

41.47339029

②定数内の消費者行政担当者数（今年度末時点）（想定）

45                   

千円

37,651             

③定数内の消費者行政担当者の人件費（想定）

④③を含めた交付金等対象外経費

⑤消費者行政予算総額に占める交付金等支出割合

うち都道府県

千円

うち管内市町村

うち都道府県

うち管内市町村

うち都道府県

うち管内市町村

うち都道府県

うち管内市町村

％

59,528             

人

44                   

97,179             

千円

①定数内の消費者行政担当者数（平成20年度末時点） -                    人

うち都道府県 人

-                    

うち管内市町村 人

％

％46.85890107

-                    

千円

千円

43.68458873 ％

人

人

千円



６．都道府県の消費生活相談員の配置について

７．今年度の都道府県の相談員の処遇改善に向けた取組

相談員総数

相談員数

相談員数

相談員数

千円

千円

千円

前年度末の基金残高（交付金相当分） 4,209                               

3                                     

3                                     

人

今年度末の予定基金残高（交付金相当分）

今年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

今年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

210,000                           設置当初の基金残高（交付金相当分）

1            

人10          10          

9            

②研修参加支援

人

③就労環境の向上

県主催の研修を充実

千円

9            

1            

4,209                               千円

④その他

処遇改善の取組

○

○

○

前年度末うち委託等の相談員

①報酬の向上

前年度末

前年度末

うち定数外の相談員

うち定数内の相談員

消費生活相談員の配置

相談員数

相談員数

通勤手当限度額の撤廃（平成22年度より継続）、夏期休暇の導入（平成26年度より継続）

具体的内容

報酬を年収ベースで平成21年度比5%増額（平成22年度より継続）

相談員総数

相談員数 人

前年度末

人

人人

５．基金の管理

人

今年度末予定

今年度末予定

今年度末予定

今年度末予定



別添

自治体名 富山県　

○実施要領及び運営要領別添１メニュー６「地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業」

事業の名称 事業区分 事業概要 支出予定額（千円） 関連事業の有無 備考

家庭系食品ロス・食品廃棄物実態
調査事業

①

１．家庭系廃棄物の組成調査
　　焼却施設に運搬されてくる家庭ごみ（可燃ごみ）の内訳や重
量などの組成を調査
２．食品ロス・食品廃棄物に関するアンケート調査
　　家庭や外食時における食品ロス・食品廃棄物の排出、取組
み状況についてアンケート調査を実施

8,000 無

計 8,000

※メニュー６において実施する500万円以上の事業についてご記入ください。
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